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環
境
対
策
課
で
は
、ご
み
を
減
ら
す
た
め
、

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
す
る
た
め
の
補
助
を
実
施
し

て
い
ま
す
。平
成
28
年
度
環
境
対
策
課
の
補
助
金
等
を
ご
紹

介
し
ま
す
。詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

環境

平
成
28
年
度　
環
境
対
策
課
補
助
金

を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
！
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問
環
境
対
策
課　

☎
５
７
ー

８
５
０
８

　

性
暴
力
の
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
や
、そ
の
ご
家
族
な
ど
が

安
心
し
て
相
談
で
き
、相
談
や
医
療
面
の
ケ
ア
を
含
め
必
要

な
支
援
が
迅
速
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
協
力
し
、支
援
を
行
う

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
す
。

性
暴
力
被
害
者

サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
こ
う
ち

■
４
月
か
ら

　

性
暴
力
被
害
相
談
専
用
電
話

　
『
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ａ
Ｌ　
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｌ
』を

　
　
　
　
　
　
　

開
設
し
ま
す
！

　
　
こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

高
知
県
・
高
知
県
警
・
高
知
県
産
婦
人

科
医
会
と
「
性
暴
力
被
害
者
へ
の
相
談

や
支
援
に
お
け
る
連
携
・
協
力
に
関
す

る
協
定
」
を
結
び
、
性
暴
力
被
害
に
苦

し
む
方
々
へ
の
支
援
に
取
り
組
む
た

め
、
平
成
28
年
４
月
か
ら
専
用
の
相
談

電
話
を
開
設
し
ま
し
た
。

　
　

あ
な
た
が
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
の

お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、
一
人
で
悩
ま
ず
勇
気
を
出
し
て
お

電
話
く
だ
さ
い
。

相
談
　
　

Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ａ
Ｌ　

Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｌ

　

☎
０
８
０
ー

９
８
３
３
ー

３
５
０
０

　

経
済
的
な
理
由
で
給
食
費
や
学
用
品
費
な
ど
、就
学
に

必
要
な
費
用
の
支
払
い
が
困
難
な
児
童
生
徒
の
保
護
者
に

対
し
て
、援
助
を
行
い
ま
す
。

■
援
助
の
対
象

　
　

香
南
市
に
住
所
を
有
し
、
香
南
市
立

学
校
設
置
条
例
に
規
定
す
る
学
校
ま

た
は
、
香
南
市
立
以
外
の
国
立
も
し
く

は
公
立
の
小
中
学
校
に
在
学
す
る
児

童
生
徒
の
保
護
者
の
う
ち
、
次
の
項
目

に
該
当
す
る
方
。

①
生
活
保
護
法
に
規
定
す
る
要
保
護
者

②
当
該
年
度
ま
た
は
前
年
度
に
生
活

保
護
が
廃
止
等
に
な
っ
た
世
帯

③
市
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減
免
さ

れ
て
い
る
世
帯

④
そ
の
ほ
か
、
保
護
者
の
職
業
が
不
安

定
な
ど
、
生
活
状
態
が
極
め
て
悪
い
と

認
め
ら
れ
る
世
帯

■
援
助
項
目

　

①
学
用
品
の
購
入
費

②
通
学
用
品
の
購
入
費

③
新
入
学
時
の
学
用
品
・

　　

通
学
用
品
の
購
入
費

④
校
外
活
動
の
交
通
費
・
見
学
料

⑤
修
学
旅
行
費　　

⑥
生
徒
会
費

⑦
P
T
A
会
費　　

⑧
学
校
給
食
費

⑨
学
校
指
定
病
の
治
療
費

※
項
目
に
よ
り
限
度
額
や
対
象
が
異
な
り
ま

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
申
請
手
続
き

　　
　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
よ
る
個
人

番
号
の
確
認
と
本
人
確
認
が
で
き
る

書
類
の
写
し
を
添
付
し
、
各
小
中
学
校

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
随

時
受
け
付
け
し
ま
す
が
、
認
定
・
支
給

に
つ
い
て
は
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
月

か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
申
請
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
・
申
請
書
の
様

式
は
、
各
小
中
学
校
、
教
育
委
員
会
学
校
教
育

課
に
あ
り
ま
す
。
支
給
内
容
等
、
詳
細
に
つ
い

て
は
お
知
ら
せ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

教育

就
学
援
助
費
の
申
請
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問
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
５
７
ー

７
５
２
１

■
生
ご
み
処
理
バ
ケ
ツ
の
販
売

　【
価
格
】　
２
，２
０
０
円

【
販
売
場
所
】　

　

環
境
対
策
課
・
各
支
所

■
生
ご
み
処
理
機
購
入
費
用
の

一
部
補
助

　【
補
助
金
額
】　
購
入
価
格
の
２
分
の
１

以
内
で
限
度
額
３
万
円

【
補
助
対
象
】　
市
内
の
販
売
店
で
購
入

し
た
も
の

■
ご
み
集
積
所
の
集
積
ボ
ッ
ク
ス

費
用
（
新
設
・
修
繕
）の
一
部
補
助

　【
補
助
金
額
】　
設
置
整
備
費
の
２
分
の

１
以
内
で
、限
度
額
１０
万
円

※
事
前
に
環
境
対
策
課
と
構
造
等
に
つ
い
て

協
議
が
必
要

■
古
紙
等
集
団
回
収
奨
励
金

　【
奨
励
交
付
金
】　
１
㎏
当
た
り
４
円
を

乗
じ
た
金
額

【
交
付
対
象
団
体
】　
営
利
を
目
的
と
し

な
い
住
民
団
体

※
事
前
に
環
境
対
策
課
に
登
録
申
請
が
必
要

■
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

設
置
補
助
金

　【
補
助
金
額
】　
６
万
円
（
定
額
）　

※
平
成
２８
年
度
の
予
算
は
４８０
万
円
で
先
着
順

【
対
象
】　
自
ら
が
居
住
す
る
市
内
の
住

宅
に
１０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
シ
ス
テ
ム

を
設
置
す
る
、
市
税
を
滞
納
し
て
い
な

い
個
人
の
方

※
申
請
は
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
工
事

着
手
前
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
工
事
着
手
後
の

申
請
で
は
補
助
金
が
交
付
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い

『
犯
罪
被
害
者
支
援
員
養
成
講
座
』

『
性
暴
力
被
害
者
支
援
専
門
講
座
』

　

受
講
生
募
集

　
　

被
害
者
支
援
員
と
は
、
犯
罪
の
被
害

に
あ
っ
た
方
や
そ
の
ご
家
族
か
ら
の「
電

話
相
談
」
や
、
法
廷
・
病
院
等
へ
の
付
き

添
い
な
ど
の
「
直
接
支
援
」
に
も
携
わ

り
、
被
害
者
の
心
身
に
わ
た
る
支
援
を

行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

　
　

被
害
者
支
援
活
動
に
必
要
な
知
識

や
技
能
を
習
得
す
る
、
犯
罪
被
害
者
支

援
員
養
成
講
座
・
性
暴
力
被
害
者
支
援

専
門
講
座
の
受
講
生
を
募
集
し
ま
す
。

　　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
申
　
　
　

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

　

こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

　　
　

☎
０
８
８
ー

８
５
４
ー

７
５
１
１

２
０
１
６
年
度

　

４
月
は
引
っ
越
し
や
就
職
・
退
職
な
ど
に
よ
り
保
険
内
容

が
変
わ
る
方
が
多
い
時
期
で
す
。手
続
き
に
よ
っ
て
必
要
な
も

の
が
異
な
り
ま
す
が
、ど
の
手
続
き
に
も
印
鑑
、身
分
確
認
証

と
併
せ
て
世
帯
主
と
対
象
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
で
す
。

国
保
の
手
続
き
は
２
週
間
以
内
に

行
い
ま
し
ょ
う

問
市
民
保
険
課　

☎
５
７
ー

８
５
０
６

国保
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●　

国
保
税
は
加

入
の
届
け
出
を

し
た
月
か
ら
で
は

な
く
、
加
入
資
格
を
得
た
月
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

●　

保
険
証
が
な
い
た
め
、
そ
の
間
の
医

療
費
は
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

●　

返
却
す
る
べ
き

国
保
の
保
険
証

を
使
っ
て
医
療
機

関
を
受
診
し
た
場
合
、
国
保
が
負
担
し

た
医
療
費
を
返
納
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

●　

国
保
と
健
康
保
険
の
両
方
に
加
入

し
た
状
態
で
は
、
保
険
料
を
二
重
に
支

払
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

や
め
る
届
け
出
が

　

遅
れ
る
と…

加
入
の
届
け
出
が

　

遅
れ
る
と…

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

※修学のために転出する学生は、修学特例の届け出を行うことで、転出後

　も香南市国保被保険者証を使用できます

こんなとき… 必要なもの

健康保険（被扶養者を含む）
に加入した

全員の新しい健康保険証・香南市
国保被保険者証

転入した

健康保険（被扶養者を含む）
をやめた

転出証明書

転出する 香南市国保被保険者証

修学のために転出する 学生証または在学証明書

健康保険の資格喪失日・被扶養者
でなくなった日の分かる書類

お気軽に
お問い合わせ
ください。

・

11２０１６.４ 10 ２０１６.４


